
商業簿記

【第１８回】
テーマ１２ 税⾦の処理

テーマ１３ 課税所得と税効果会計①
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１．法⼈税等の仕訳を書き出してみよう(P166）

論 点１ 法⼈税等の納付と追徴及び還付（P 167  ）

仕訳例の⾦額

①法⼈税等について、年度の途中で中間申告と納付⾏う。税額は2,500円と
計算された。
②期末の決算において、当期純利益15,000円（税引前）が確定した。これ
を基礎に法⼈税等の額を計算する（便宜上、税率40％をかけて計算）。
③法⼈税等の確定申告を⾏い、未払分3,500円を当座預⾦から納付した。

期中の仕訳
①法⼈税等の
中間納付時
（設例12-1 )

借 ⽅ 貸 ⽅

期末の仕訳
②決算時
（設例12-1 )

期中の仕訳
③法⼈税等の納付時
（設例12-1 )

2

① ② ③

��

� ��!B�� �

/� � ���� � � �

� � jČD0sb7�è:ĐńMĘC9%J=9G9�16<08;F�9}®;ĐńMĘC5�

I!'©ĉ0K�!1A,<ðbĐ69I1&J<jČ;�Ć:!!IĐń69I1A/0j

Č"ĴýMÍ3&7:FH!!IĐńD9H1.J"�«ĹýĐEĥ�ļĐ9869I1�

� � � A/0òĸĐDĘe)9%J=9G9�1&&6<0fĨą9Đń;jĬ�û:3�5ªģ+�

� � I1�

0� � !,��.� +&�� ��

p	�QH7\"m9)]k�

� � ä¾jČ:Ň+IĐń<0jĬ\0é;F�:�œ(JI1�

��Ć:Ĳ-GJID;�
U3].8S].2R]�

Ř9L-5ðbĐĒ7��ř�

�òĸ7��`¬:¯)5Ĳ-�

� GJID;�
��Vh]�

�\ĭg§;D;� �

���ĸþ79ID;�
�«ĹýĐX�ĚĐ98�

ŘjĬ\0ĎĐ{Ĳ7)5�û+Iř�

��,Ĺý;eŋĸþ79ID;�
^�ý�ÃĐXĄŅyĮĐ98�

Ř��7)50Ĺý;�Ã�r7)5�û+Iř�

���Ø�ėĭæ«şěİŕ6<0\ĭ;�13ðbĐĒ4 F>3òĸĐ4;jĬ�û"ŃĪ79I1�

�

1� � 	��� +&�� �3�

poU3]`#<X�

� ��U3]`!$�

� � sbEsb�º:<ÈÃĐ"Ĳ(JI"0ä¾jČ98ðbåMD2/ðb:¯)5<0ðbĐ�

� "Ĳ(JI&7:9I1A/0�Đ7)5;ðbĐ;d:0lîĐE`çĐ"¢×{|�m:F2�

� 5Ĳ(JI"0.;Ā�EĘe"ðbĐ:õ*5ħLJI&7!G0ðbĐ0lîĐ F>`çĐ�

� :3�5<03ðbĐ0lîĐ�>`çĐ4ŘA/<ðbĐĒř7)50ÓĆĬĔÚ\;�ĆÐŉŐ�

� ć7)5Ĭ\+I�û"ħLJI1�

� � � 7ðbĐĒ;Ā�QNPUYV��

� � � � Þ� Ŕ� � � � � � � � � _ņĀ�� � � � � � � � ï� Ĕ� � �Ċ«Ā��

�

� � � � � � � � � ŢWÜ�

�

�

� �����
	/�

hÊðbĐĒ� ßÊðbĐĒ�

q-P6:�

q-P6:�

ðbĐ0lîĐ�>`çĐ�
U3]`$qC�

"=7�b5�



3

２．消費税（税抜⽅式）の仕訳を書き出してみよう(P168）

論 点２ 消費税の処理 その１（P 169  ）

仕訳例の
⾦額

下記はすべて「消費税抜き」の⾦額による取引である。
消費税10％として、商品売買（三分法）により仕訳をする。
⑴商品を2,000円で掛けで売上げた。
⑵商品を1,000円で掛けで仕⼊れた。
⑶販売費500円を現⾦で⽀払った。

１.消費税を考えない場合 ２.消費税を考える場合
(税抜⽅式で仕訳）

期中の仕訳
⑴販売した
（設例12-2 )

借⽅ 貸⽅ 借⽅ 貸⽅

期中の仕訳
⑵販売した
とき

借⽅ 貸⽅ 借⽅ 貸⽅

期中の仕訳
⑶販売費を
払ったとき

借⽅ 貸⽅ 借⽅ 貸⽅
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＜上記⑴〜⑶.における仕訳例の⾦額の集計する＞消費税を考える場合の⾦額を集計
T勘定（総勘定元帳）を使って仕訳の⾦額も集計してみてください。

決算整理前残高試算表（一部）

× 年 3月31日

借方 勘定科目 貸方

仕 入

売 上

仮払消費税

仮受消費税

＜残⾼試算表を作成する＞
上記⑴〜⑶..期中仕訳までを反映した「決算整理前残⾼試算表」を作成してみてください。

仕 ⼊ 売 上 仮払消費税 仮受消費税
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論 点２ 消費税の処理 その２（P 169 ）

仕訳例の
⾦額

⑷上記⑴〜⑶が終わり決算⽇を迎えた。消費税に関する決算整理仕訳だけを⽰す。
⑸消費税を現⾦で納付した。

設例12−2 １.消費税を考えない場合 ２.消費税を考える場合

期末の仕訳
⑷決算整理

借⽅ 貸⽅ 借⽅ 貸⽅

決算整理後残高試算表（一部）

× 年 3月31日

借方 勘定科目 貸方

仕 入

売 上

＜残⾼試算表を作成する＞
上記⑷.決算整理仕訳までを反映した「決算整理後残⾼試算表」を作成してみてください。

期中の仕訳
⑸納付時

借⽅ 貸⽅ 借⽅ 貸⽅



計算の
⽬的

企業会計⇒適正な財政状態と経営成績の表⽰

税務会計⇒公正な課税額の計算

テーマ１３：課税所得の算定

収 益 費 ⽤ 利 益

益 ⾦ 損 ⾦ 課税
所得

テキスト170P

⾷
い
違
い

３．企業会計と税務会計の⾷い違い(P170）



企業会計上の利益

企業会計と税務会計
との⾷い違いを調整

税務会計上の利益

法⼈税の課税所得
計算の仕組み

テキ
スト
170P
〜

173P



＜計算例＞ 課税所得の計算 

⑴ 税引前当期純利益：10,000 

⑶ 費用のうち200は、税務上損金とならないものである。 

 

税務調整 

税引前当期純利益 10,000 

加 益金算入となる項目 ＋ 100 

算 損金不算入となる項目 ＋ 200 

減 益金不算入となる項目 － 300 

算 損金算入となる項目 － 400 

課 税 所 得 9,600 

 

「損⾦不算⼊項⽬」とは何か？

8

＜BOX図を書いて計算する⽅法＞

帳簿数量
10個

原価
@5,000

帳簿棚卸⾼50,000

実地数量
9個

棚卸
減耗損
5,000

正味
@4,800

評価損
1,800

B/S
43,200



企業会計上の利益計算

収   益４００

商品評価損  ２００

利  益２００

税務会計上の課税所得計算

益  金 ４００

商品評価損 ０  

課税所得 ４００ 税率

税 金

計算の目的が相違す

るから儲けの金額が

異なるんだね。



企業会計上の利益計算

収    益   ４００
商品評価損   ２００
税引前利益 ２００

益  ⾦ ４００
商品評価損 ０  
課税所得  ４００

税⾦の計算

・会計上の利益額で計算さ
れるわけではない

・税務署は後で、評価損
を認めてくれる

税務会計上の課税所得計算

税⾦（40%）１６０
税引後利益 ４０



企業会計上の利益計算

収 益４００

商品評価損 ２００

利 益２００
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課税所得×税率で
税⾦額が計算

×税率＝納税額160

税
務
上
と
会
計
上
の

⾷
い
違
い
調
整

商品評価損200
が損⾦不算⼊
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論 点３ 課税所得の算定 その１（P 173  ）

仕訳例の
⾦額

（設例13−1）

下記３つの項⽬は、税務申告の①〜④の調整項⽬のどこに⼊るか？
該当する項⽬に調整する⾦額を記⼊してください。

＜簿記検定２級で出題される税務上の調整項⽬＞
⑴貸倒引当⾦：会計上は150円、税務上は0円
⑵減価償却費：会計上は800円、税務上は500円
⑶受取配当⾦：配当⾦の受領額100円 税務上は０円

企業会計上の仕訳 税務会計上の仕訳
⑴貸倒引当⾦
の処理

⑵減価償却の
処理

⑶受取配当⾦

税務申告にあたり会計上の利益に
調整する４項⽬（P171)

下記に調整する項⽬と
その⾦額を⼊れてください。

加算調整項⽬
（プラス）

①益⾦算⼊

②損⾦不算⼊

減算調整項⽬
（マイナス）

③益⾦不算⼊

④損⾦算⼊
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論 点４ 課税所得の算定 その２（P 173 例題13−1 ）

損益計算書

売上高

売上原価

売上総利益

販売費及び一般管理費
貸倒引当⾦繰⼊ 150
減価償却費 800

営業利益

営業外収益
受取配当⾦ 100

営業外費用

経常利益

特別利益

特別損失

税引前当期純利益 3,650円

法人税・住民税及び事業税

当期純利益

【税務上の取り扱い】
①法⼈税法上、貸倒引当⾦は認められず、全額、損⾦不算⼊となった。
② 計上した減価償却費800円のうち、税務上300円は損⾦不算⼊と
なった。（300円が税務上の減価償却費より超過していた）
③受取配当⾦100円を収益に計上していたが、税務上は益⾦不算⼊と
なった。

【会計上の取り扱い】

申告書別表１

法⼈税額
×税率40％

第1期の計算

借⽅ 貸⽅
【法⼈税等の⾦額が確定したときの仕訳】

 【税務調整〜申告書別表４の仕組み】 

税引前当期純利益 3,650円 

加 

算 

損金不算入となる項目 

 ①貸倒引当金の損金不算入額 

 

②減価償却費の損金不算入額  

減 益金不算入となる項目  

算  ③受取配当金の益金不算入額  

課 税 所 得  
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 【税務調整〜申告書別表４の仕組み】 

税引前当期純利益 4,290円 

加

算 

損金不算入となる項目 

 ②減価償却費の損金不算入額 

 

減 

 

算 

益金算入・益金不算入となる項目  

 ①貸倒引当金の損金算入額  

 ③受取配当金の益金不算入額  

課 税 所 得  

 

論 点５ 課税所得の算定 その３（P 174 例題13−2 ）

損益計算書

売上高

売上原価

売上総利益

販売費及び一般管理費
減価償却費 800

営業利益

営業外収益
受取配当金 100

営業外費用

経常利益

特別利益

特別損失

税引前当期純利益 4,290円

法人税・住民税及び事業税

当期純利益

【税務上の取り扱い】
①前期に損⾦に認められなかった貸倒引当⾦150が、全額、当期に貸し
倒れたため損⾦算⼊として認められた（P173参照）。

② 当期も前期同様に、計上した減価償却費800円のうち、税務上300円
は損⾦不算⼊となった。（前期と当期で合わせて600円が不算⼊）

③受取配当⾦120円を収益に計上していたが、税務上は益⾦不算⼊と
なった。

【会計上の取り扱い】

申告書別表１

法⼈税額
×税率40％

第2期の計算
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４．税効果会計について （テキスト175ページ）

＜計算例＞ 税引前当期純利益3,000、課税所得4,000とする（法人税等の税率は40％）。 

永久差異（後述）はないものとする。 

 

⑴ 税効果会計を適用しない場合 

収   益   ××  

費   用   ××  

税引前当期純利益   3,000 
  非対応 

法人税等   1,600 

当期純利益   1,400  

 

＜例えば＞
会計上、貸倒引当⾦1,000を費
⽤計上したが、税務上は貸し
倒れた時にしか認められず、
損⾦不算⼊とされた。

税効果会計の仕訳を切ることで、
「会計上」と「税務上」の⾷い違いを調整する

3,000×
４０％に
なって
いない！

課税所得4,000円×40％
＝1,600



企業会計上の利益で
計算するあるべき税⾦は、

3,000×40%＝1,200

�
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損益計算書の最終値である
（税引後）当期純利益
（1,400）は、当期の
適正な経営成績を⽰して
いないことになる。



�

� � � � �� �� ����


 � � � �� �� ����

 � 	 �� �� ��			�
� �

	���� �� ���		�

�

両者の差
1,000

�

����  � ( � � 
� ���� ����� 	�()���� ����

�

税効果会計の仕訳

両者の差1,000
×税率40％

この1本の仕訳を
結論として押さえ
てください。
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⑵ 税効果会計を適⽤する場合
法⼈税等からマイナス将来の減額効果

3,000×税率40％
で計算した
⾦額になった！

P/Lの側⾯
から⾒た
効果

税前利益と法⼈税等を対応させる！



 

(借) 繰 延 税 金 資 産 400  (貸) 法人税等調整額 400 

 

 

⑵ 税効果会計を適⽤する場合
法⼈税等からマイナス将来の減額効果
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両者の差異1,000は将来、税務署が
経費として認めてくれた時に、
税⾦が減額される。
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B/Sの側⾯
から⾒た
効果


